
   

平成２０年度建設副産物実態調査結果について（九州地域） 

平 成 ２ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 

九州地方建設副産物対策連絡協議会 

 

 平成２０年度に九州地域の建設工事から排出された建設副産物注１）について、排出量及び再資源化等の

状況の調査結果をとりまとめましたので公表致します。 

調査結果の概要 

１．排出量の動向 

 九州地域における平成２０年度の建設廃棄物の排出量は約７２９万トン、建設発生土の排出量は約２，１７

４万㎥となりました。これは、前回調査（平成１７年度）と比較すると、建設廃棄物で約１９％、建設発生土で

約２８％の減少となっています。 

 

２．再資源化等の状況 

建設汚泥が５％程度の増となりました。一方、アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、建設発生木

材注２）は１％程度の減となりました。その結果、建設廃棄物の再資源化等率注３は増となりました。また、利

用土砂の建設発生土利用率注４）については減となりました。 

 

 

３．「建設リサイクル推進計画２００８」の進捗状況 

 アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材（再資源化率）及び建設混合廃棄物排出量削減については平

成２４年度目標値を、建設廃棄物（再資源化等率）については平成２２年度中間目標を、既に達成しておりま

す。 

 
 
注１） 建設副産物：建設工事に伴って副次的に得られる物品であり、建設廃棄物（コンクリート塊、建設発生木材など）及び建設発生土（建設工

事の際に搬出される土砂）の総称。 

注２）建設発生木材については、伐木材、除根材等を含む数値である。 

注３）再資源化等率：建設廃棄物として排出された量に対する、再資源化及び縮減された量と工事間利用された量合計の割合。なお、再資源

化等とは、再資源化及び縮減のこと。 

注４）利用土砂の建設発生土利用率：土砂利用量（搬入土砂利用量＋現場内利用量）のうち土質改良を含む建設発生土利用量の割合。 

注５）再資源化率：建設廃棄物として排出された量に対する、再資源化された量と工事間利用された量の合計の割合。 

＜問い合わせ先＞ 

 国土交通省 九州地方整備局   ＴＥＬ：092-471-6331（代表） 

企画部 技術管理課長    久野 隆博 （内線 3311）、 技術管理課長補佐 辻 英明 （内線 3314） 

平成17年度 平成20年度 増減

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊の再資源化率
注５） 98.7% 98.0% -0.7%

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊の再資源化率 98.1% 97.4% -0.7%

建設発生木材の再資源化率 62.9% 80.3% 17.4%

建設発生木材の再資源化等率 90.9% 90.2% -0.7%

建設汚泥の再資源化率 43.8% 58.9% 15.1%

建設汚泥の再資源化等率 61.6% 66.4% 4.8%

建設混合廃棄物の排出量 36.3万トン 21.2万トン -15.1万トン

　建設廃棄物の再資源化等率 92.0% 93.4% 1.4%

　利用土砂の建設発生土利用率 81.5% 79.4% -2.1%

中間目標値
平成20年度

結果との比較
中間目標値

平成20年度
結果との比較

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊の再資源化率 98.0% 98%以上 達成 98%以上 達成

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊の再資源化率 97.4% 98%以上  98%以上

建設発生木材の再資源化率 80.3% 75% 達成 77% 達成

建設発生木材の再資源化等率 90.2% 95%  95%以上

建設汚泥の再資源化等率 66.4% 80% 82%

建設混合廃棄物の排出量削減（H17比） 42%削減 25%削減 達成 30%削減 達成

　建設廃棄物の再資源化等率 93.4% 93% 達成 94%

　利用土砂の建設発生土利用率 79.4% 85% 87%

平成20年度
調査結果

平成22年度 平成24年度
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参考２－ 1 
 

建設副産物実態調査実施概要 

 

１． 調査の目的 

「建設副産物実態調査」は、建設副産物対策の具体的な政策立案に必要な排出量や再資源

化等の動向に関する実態を把握するため、全国の建設工事（公共土木工事、 民間土木工事、建

築工事（新築･増改築工事、解体工事、修繕工事））を対象に、平成７年度、平成１２年度、平成１４

年度、平成１７年度、平成２０年度と実施している統計調査である。 

 

２． 建設副産物の定義 

建設副産物とは、建設工事にともなって副次的に得られる物品であり、建設廃棄物（コンクリート

塊、建設発生木材など）及び建設発生土（建設工事の際に搬出される土砂）の総称である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 調査方法 

（１） 調査実施方法 

国土交通省において、各地方ブロック毎に設置されている地方建設副産物対策連絡協議会

等＊を通じて、公共工事発注機関、民間公益企業、民間企業の発注工事について、元請業者

を対象に調査を実施した。 

 
＊地方建設副産物対策連絡協議会等：  

建設副産物の有効利用及び再利用等を促進し、建設事業の円滑な推進を図るために、必要な情報の収集・交換

を行うことを目的として、全国の各地方ブロック毎に地方整備局等、都道府県、政令市、特殊法人等、建設業団体

等を構成員として設置された組織。  

 

（２） 調査対象品目 

＜建設副産物＞ 

アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物、 

その他（金属くず、廃プラスチック類など）、建設発生土 

＜建設資材＞ 

土砂、生コンクリート、木製資材、アスファルト混合物、砕石 

建設副産物 

建設廃棄物 
・アスファルト・コンクリート塊 
・コンクリート塊 
・建設発生木材 
・建設汚泥 
・建設混合廃棄物 
・金属くず 
・廃プラスチック類 など 

建設発生土 



参考２－ 2 
 

（３） 調査実施内容 

建設副産物実態調査は、以下の２つの調査から構成されている（「４）建設資材の利用の流れ

および建設副産物の処理の流れ」参照）。 

 

①利用量・搬出先調査(建設副産物の再資源化施設等への排出量を推計するための調査) 

発注機関別、工事施工場所別、工事種類別に、建設資材のうち再生資材利用の割合・供給

元、建設副産物の再資源化の割合・搬出先などを調査した。この調査より、推計後の場外排出量

などの全体量から各搬出先の量を推計するための割合を算定する。 

 

＜調査票回収工事件数 約３万７千件＞ 

 

調査対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 施設調査(再資源化等施設での処理の実態を把握するための調査) 

建設副産物の再資源化施設等の保有業者のリストアップを行い、この施設保有業者に対して、

施設の概要等（施設搬入後の処理・処分方法・量等 ）を調査した。この調査より、再資源化施設

等での処理・処分フロー（再資源化率、縮減化率、最終処分率）を算定する。 

      

＜調査票回収施設件数 約５百件＞ 

 

 

【公共工事】 【民間公益工事】 【民間工事】 

・国土交通省、農林水産省、 
その他の国の機関 

・特殊法人等 
・都道府県、政令市、市町村 

・電力、ガス、 
 電信電話、鉄道 

下記協会の加盟会社 
(社)建築業協会 
(社)日本土木工業協会 
(社)プレハブ建築協会 
(社)日本ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ建築協会 
(社)日本木造住宅産業協会 
(社)日本道路建設業協会 
各都道府県建設業協会 

(社)全国解体工事業団体連合会 

土木 建築 土木 建築 土木 建築 

・建設発生土利用促進施設 
・建設廃棄物の再資源化処理施設、 
中間処理施設 

・建設廃棄物の最終処分場 

建設副産物

再資源化等

施設の抽出 

各都道府県等 
施設管理台帳 
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（４） 建設資材（砕石、木製資材、土砂など）の利用の流れおよび建設副産物（コンクリート塊、建設

発生木材、建設発生土など）の処理の流れ 

 

ⅰ）アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
再資源化率  ＝（②＋④）÷① 

最終処分量  ＝  ③＋⑤ 

 

 

ⅱ）建設発生木材、建設汚泥 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
再資源化等率＝（②＋⑥＋⑦＋⑨）÷① 

再資源化率  ＝（②＋⑥）÷① 

最終処分量  ＝  ⑤＋⑧＋⑩  

利用量・搬出先調査の範囲

 

現場外搬入量 

現場内利用量 

 

現場外搬出量①

現場内利用量

新材 

再生材 

発生量利用量 

建設現場

再資源化施設 

搬出量② 

最終処分場 

搬出量③ 

再資源化量④

最終処分場

搬出量⑤ 

施設調査の範囲

利用量・搬出先調査の範囲

 

現場外搬入量 

現場内利用量 

 

 

現場外搬出量①

現場内利用量

現場内縮減量

新材 

再生材 

発生量利用量 

建設現場
工事間利用量等②

再資源化施設 

搬出量③ 

中間処理施設 

搬出量④ 

最終処分場 

搬出量⑤ 

再資源化量⑥

縮減量⑦ 

最終処分場

搬出量⑧ 

縮減量⑨ 

最終処分場

搬出量⑩ 

施設調査の範囲
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ⅲ）建設発生土 

ア）現場内利用がある場合（ただし、現場内完結工事ではない場合） 

  

 

 

 

 

 

 

 

利用土砂の建設発生土利用率 ＝ （②＋④）÷（③+④） 

 

 

イ）現場内利用がある場合（現場内完結工事の場合） 

  

 

 

 

 

 

 

 

利用土砂の建設発生土利用率 ＝④÷④＝100％ 

 

 

ウ）現場内利用がない場合 

  

 

 

 

 

 

 

 

利用土砂の建設発生土利用率 ＝②÷③ 

 

 

 

利用量・搬出先調査の範囲

 

現場外搬入量③

現場内利用量④

 

現場外搬出量

現場内利用量④

新材① 

建設発生土、 

土質改良土等② 

発生量利用量

建設現場
工事間利用量 

土質改良プラント 

搬出量 

受入地等搬出量 

利用量・搬出先調査の範囲

 

 

現場内利用量④

 

現場外搬出量

現場内利用量④

発生量利用量

建設現場
工事間利用量 

土質改良プラント 

搬出量 

受入地等搬出量 

利用量・搬出先調査の範囲

 

現場外搬入量③

 

現場外搬出量
新材① 

建設発生土、 

土質改良土等② 

発生量利用量

建設現場
工事間利用量 

土質改良プラント 

搬出量 

受入地等搬出量 

③＝①＋②

③＝①＋②




